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平成３１年２月１５日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２９年（ワ）第１０９０９号 損害賠償等請求事件（本訴） 

平成２９年（ワ）第３５１３１号 損害賠償請求反訴事件（反訴） 

口頭弁論終結日 平成３０年１２月１４日  

判         決 5 

 

本訴原告・反訴被告      Ａ  

              （以下「原告」という。） 

同訴訟代理人弁護士      笹 浪 靖 史 

      同訴訟復代理人弁護士      伊 藤  敦 10 

 

本訴被告・反訴原告      ネットフロイド株式会社 

               （以下「被告」という。） 

 

同訴訟代理人弁護士      平 野  敬  15 

主         文 

１ 被告は，原告に対し，４１９０万５６６２円及びうち４０４

０万２９９７円に対する平成２９年４月２３日から支払済みま

で年６分の割合による金員を，うち１４７万７３０８円に対す

る平成２９年５月１日から支払済みまで年６分の割合による金20 

員を，うち２万５３５７円に対する平成２９年４月２３日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 被告の反訴請求を棄却する。 

４ 訴訟費用は，本訴反訴を通じこれを４分し，その１を原告の25 

負担とし，その余を被告の負担とする。 
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５ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由            

第１ 請求 

１ 本訴 

(1) 被告は，原告に対し，５２７９万８３１８円及びうち５０３３万２３１5 

３円に対する平成２９年４月２３日（訴状送達の日の翌日）から支払済み

まで年６分の割合による金員を，うち１５０万４３０８円に対する平成２

９年５月１日から支払済みまで年６分の割合による金員を，うち９６万１

６９７円に対する平成２９年４月２３日から支払済みまで年５分の割合に

よる金員を支払え。 10 

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。 

(3) 仮執行宣言 

２ 反訴 

(1) 原告は，被告に対し，８７１万７８１２円及びこれに対する平成２９年

４月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 15 

(2) 訴訟費用は原告の負担とする。 

(3) 仮執行宣言 

第２ 事案の概要等 

本訴は，原告が，ポータルサイトの開発，運営の事業を共同で営んでいた

被告に対し，①被告が経費を過大に計上するなどして原被告間の契約に基づ20 

く収益の分配をしなかったことから，平成２９年３月３１日をもって同契約

を解除したとして，未払収益分配金１１８３万６６２１円（平成２８年４月

分から平成２９年３月分まで）及び同契約の解除に伴う損害賠償金（逸失利

益）の一部である４０００万円の支払を求めるとともに，上記未払収益分配

金のうち１０３３万２３１３円（平成２８年４月分から平成２９年２月分ま25 

で）及び逸失利益４０００万円の合計５０３３万２３１３円に対する訴状送
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達の日の翌日である平成２９年４月２３日から支払済みまで，上記未払収益

分配金のうち１５０万４３０８円（平成２９年３月分）に対する平成２９年

５月１日（その支払期限の翌日）から支払済みまでいずれも商事法定利率年

６分の割合による遅延損害金の支払を求め，②被告が，同事業の運営に必要

なプログラムであり，原告がプログラム著作権を有するプログラムを無断で5 

複製したとして，著作権侵害に対する損害賠償金（使用料相当損害金）とし

て９６万１６９７円（以上合計５２７９万８３１８円）の支払を求めるとと

もに，同損害賠償金に対する不法行為日（継続的不法行為の最終日）である

平成２９年４月２３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延

損害金の支払を求める事案である。 10 

反訴は，被告が，原告に対し，原告が上記プログラムを被告に無断で消去

したと主張して不法行為に基づく損害賠償金８７１万７８１２円及びこれに

対する不法行為日である平成２９年４月１日から支払済みまで民法所定の年

５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記した証拠及び弁論の全趣旨15 

により認定できる事実。なお，本判決を通じ，証拠を摘示する場合には，特に

断らない限り，枝番を含むものとする。） 

(1) 当事者等 

ア 原告は，個人事業主（屋号省略）としてウェブサイトやソフトウェアの

設計，開発を業として行っている。 20 

イ 被告は，平成１９年１０月まで個人事業主（屋号省略）であったＢ（以

下「Ｂ」という。）を代表者として平成１９年１１月に設立され，ウェブ

サイトのコンテンツの企画・制作・運営等のインターネット関連事業を目

的する株式会社である。なお，Ｂは，平成３０年９月２０日，被告の代表

取締役を辞任し，妻であるＣが代表取締役となった。 25 

(2) 原告とＢは，平成１８年３月頃，全国の様々な商店や飲食店，美容室等の
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事業者のサービスを電話帳のように網羅的に掲載し，サイト利用者が自ら必

要とする近隣のサービスをインターネットで探すことができるというウェブ

サイト「なびシリーズ」を運営するという事業（以下「本件事業」という。）

を開始した。 

     本件事業において，原告は主にプログラム開発やサイトのシステム運用5 

を担い，Ｂは主にサイトの企画や顧客対応等の運営を担っていた。本件事業

の主な収益は広告収入であり，本件事業の収益分配については，収益から経

費として引いた金額を，原告とＢと平等に分配することで，原告とＢとの間

で合意していた。 

(3) Ｂは，平成１９年１１月，被告を設立し，原告と被告との間で引き続き本10 

件事業を行うこととなったが，共同事業の内容や役割分担に変更はなく，収

益分配の方法も変わらず，従前と同様に，「なびシリーズ」の共同事業を継

続した。 

(4) 原告と被告は，平成２１年１月３０日，従前の合意内容を文書において明

記することとし，「業務契約書」（甲５。以下「本件業務契約」という。）15 

を作成した。本件業務契約書には以下の内容の条項が定められていた。 

  ア 「『なびシリーズ』の企画の所有は被告が，プログラムの所有は原告

が，ただし，その利用においては双方が，無条件に利用できる。」（第３

項） 

イ 「『なびシリーズ』内の，基礎的な立場について，主催・運営は被告が 20 

持ち，技術部分については原告が持つ。」（第６項） 

ウ 「『なびシリーズ』の収益について，アフェリエイトの収益については，

収益から経費を引いた利益を二分配する。但し，経費の内訳については，

その時，その時の状況により『なびシリーズ』全体の運営費により変化す

る。 25 

Ａ－事務経費等の費用が発生するケースが想定できる。 
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Ｂ－日頃のルーティン作業について，（承認作業等）人を雇用し，やらせ

るケース等が生じる可能性がある。 

Ｃ－税務上の処理は，全て独立した事業者として処理をする。 

Ｄ－収益の向上に向けた作業について，無条件に協力する。」（第８項） 

エ 「『なびシリーズ』の仕事において，対外的な契約の必要性が生じた場5 

合，被告が契約締結者になる。又，原告は，被告の技術部部長とし…」

（第９項） 

オ 「事務経費，契約上の問題が生じた場合，協議の上決定する」（第９項） 

(5) 被告は，本件事業開始後から平成２７年５月（同年４月分）までの間，本

件事業から生じた収益を分配する際，原告に対し，毎月の収益及び経費の項10 

目及び金額が記載された明細を開示していた。 

原告とＢの関係は平成２７年５月頃には悪化し，被告は，同月分から，収

益金の送金は行っていたものの，収益分配金の明細を開示しなくなった。こ

れに対し，原告がその開示を要求したところ，平成２８年８月頃，平成２７

年５月分から平成２８年３月分までの収益分配の明細が開示された（甲８。15 

なお，原告は，同月分までの収益分配金の支払については争っていない。）。 

被告は，本件事業につき，平成２８年４月分以降の支払について，収益分

配における経費の算入等を追加変更し，別紙１－１～１－１０の各「被告計

上金額」欄記載の各金額を経費として計上した上で収益分配の計算を行い，

原告に対し，以下のとおり収益分配金を支払った。（甲９） 20 

 

平成２８年４月分 ３２万５１８５円 

     ５月分 １４万３３３０円 

６月分 ０円 

７月分 ３４万０７８３円 
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８月分 ３９万５９９３円 

９月分 ５７万３３８９円 

１０月分 ５３万４３２０円 

１１月分 ５２万６４６２円 

１２月分 ５０万１０５８円 

平成２９年 １月分 ３７万５１９７円 

(6) 原告は，被告に対し，平成２８年１１月５日到達の書面により，平成２８

年５月から同年９月までの未払収益分配金４２９万９２８８円の支払を催告

するとともに，同支払がないまま１か月が経過したときは，改めて通知をす

ることなく，平成２９年３月末日限り，本件業務契約を解除する旨の意思表

示をしたところ（甲１１），被告は上記の支払をしなかった。 5 

(7) 原告は，平成２９年４月１日，「なびシリーズ」に使用しているプログラ

ム（以下「本件プログラム」という。）を停止したところ，被告は，同日，

同プログラムのバックアップから本件プログラムを「なびシリーズ」のサー

バに複製して同プログラムを再稼働させ，同日から同月２３日まで使用した。 

２ 争点 10 

(1) 本訴関係 

ア 未払収益分配金の有無及びその額（争点１） 

イ プログラム著作権の複製権侵害の成否（争点２） 

ウ 債務不履行及びプログラム著作権侵害による損害の有無及びその額

（争点３） 15 

(2) 反訴関係 

ア プログラム消去による不法行為の成否（争点４） 

イ 損害の有無及び額（争点５） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１（未払収益分配金の有無及びその額）について 20 
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 〔原告の主張〕 

(1) 本件業務契約に基づき原告が受けるべき収益分配金の額は，広告収入等の

収益金から，事業に直接関連するサーバ代，電気代，弁護士費用等の経費

を差し引いた金額を二分した額であり，被告は，本件事業の開始当初から

平成２８年３月分までの間は，上記方法に従って原告に対して収益分配を5 

行っていた。 

  本件業務契約において，収益から差し引く経費については，本件業務契約

書上，「原告と被告が協議して決定する」と定められ，原告と協議の上で意

思決定することとされていた。実際のところ，本件事業の開始当初から平

成２７年４月までの間は，原告と被告間で協議が行われ，双方了承の上で10 

経費の支出をしていた。 

 原告と被告との間で経費として計上することが合意されていた費目は，

サーバ電力代（甲１３），冷暖房費（甲１３，１４），通信回線費（甲１５），

法律事務所の顧問料（甲１６），ＩＴ損害保険料（甲１７），サーバリース

代（甲１８），蓄電池代（甲１９），プロバイダー料金（甲２０），ドメイン15 

更新料（甲２１），バックアップ用サーバ費用（甲２２），共同事業の人件

費（甲２３～２８）などであった。 

  なお，収益分配金の支払時期については，本件業務契約書には明記され

ていないが，被告は収益のあった月の翌月末までに原告に収益分配金の支

払をしており，かかる内容で双方了解していた。 20 

(2) このように，本件業務契約における収益分配に当たり経費として計上する

ためには，原告と被告との間で事前協議を行い，経費支出について合意する

ことが要件とされていたが，被告は，平成２８年４月分以降の収益分配につ

き，原告の同意なく一方的に収益分配の方法を変更し，本件事業に直接関係

のない別紙１－１～１－１２の各「番号」欄「あ」～「た」記載の経費項目25 

（以下項目「あ」などという。）を計上し，原告に対して本来支払うべき収
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益分配金を支払わなかった。     

(3) 被告が原告の同意なく経費として計上した個別経費の費目及びその内容は，

以下のとおりである。 

   ア 役員報酬（項目「あ」） 

   被告の計上した役員報酬はお手盛りである上，本件事業全体の収益から5 

Ｂの役員報酬を控除し，残りを被告に収益分配すると，実質的には，Ｂが

役員報酬と収益分配とを二重取りすることになる。また，原告とＢ間では，

Ｂの役員報酬は被告自身が得た収益分配金から被告が支払うこととされて

おり（甲３９），平成２８年４月まではＢの役員報酬は費用として計上さ

れていなかった。 10 

   また，Ｂの妻である被告代表者は本件事業に関与しておらず，所得の分

散による節税目的で名目上の役員になっているにすぎないので，その役員

報酬を本件事業の収益計算に参入することは不当である。 

 イ 人件費（項目「い」「う」） 

被告が経費計上した人件費のうち，Ｄ氏及びＥ氏については，被告の単15 

独事業である「なび特派員」又は「なびセレクト」に従事している人員で

あり（甲４０の２，甲４２の１・２），原告が収益分配を受けていないこ

れらの事業の人件費を負担すべき理由はない上，原告が同人らの人件費を

本件事業の経費として計上することについて事前協議を受け，同意したこ

とはない。 20 

   ウ 車両に関する減価償却費（項目「え」），租税公課（項目「こ」），車両保

険料（項目「し」），備品消耗品費（項目「す」） 

     これらの費用は被告が保有する車両に関する費用である。被告は，同自

動車が現地調査や取材活動に必要であると主張するが，本件事業には現地

調査や取材は不要であり，同車両は，Ｂ夫妻の私的利用に使用されたもの25 

であって，原告がその費用を負担すべき理由はない。また，同費用を本件
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事業の経費として計上することについて，原告が被告から事前協議を受け，

同意したことはない。 

     また，項目「す」について，被告はハードディスク等の機材購入費用の

残部であると主張するが，その費用の内容，残金が不明である。 

 エ 企業保険（項目「お」） 5 

   被告は，項目「お」は，中小企業倒産防止共済及び生命保険であると主

張するところ，これらの費用はいずれも原告や本件事業には関係のない被

告の経費であり，実質的には被告の節税を目的とするものであって，税務

上の処理はそれぞれ独立した事業者として処理するという本件業務契約第

８項にも違反する。また，同費用を本件事業の経費として計上することに10 

ついて，原告が被告から事前協議を受け，同意したことはない。 

 オ 地代家賃（項目「か」） 

   被告の主張する地代家賃は，Ｂの居宅の１階についてのものであるとこ

ろ，本件事業に関連するサーバ室はその一部にすぎず，同サーバ室の地代

を経費として計上することについて，原告が被告から事前協議を受け，同15 

意したことはない。 

カ 修繕費（項目「き」） 

   項目「き」の修繕費は，被告の主張によると，上記自動車及びＢの自宅

のサーバ室の空調機器の修繕費ということであるが，上記自動車及びサー

バ室の地代は経費として計上されるべきものではないので，その修繕費に20 

ついても原告が負担する理由はない。 

キ 事務消耗品費（項目「く」） 

  被告の主張する画像編集ソフトの年間ライセンス料は，被告の単独事業

でも利用されていると考えられ，いずれにしても，同費用を経費として計

上することについて，原告が被告から事前協議を受け，同意したことはな25 

い。 
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ク 通信交通費（項目「け」） 

  被告の主張する携帯電話の費用は，被告の単独事業の要員との連絡費用

も含まれていると考えられ，いずれにしても，同費用を経費として計上す

ることについて，原告が被告から事前協議を受け，同意したことはない。 

ケ 接待交際費（項目「さ」） 5 

  Ｂの支出した接待交際費を経費として計上することについて，原告が被

告から事前協議を受け，同意したことはない。 

コ セコム（項目「せ」） 

項目「せ」の警備費用は，Ｂの居宅全体の警備費用であると考えられ，

これを原告が負担すべき理由はない上，同費用を経費として計上すること10 

について，原告が被告から事前協議を受け，同意したことはない。 

サ 支払手数料（項目「そ」「た」） 

上記各項目の費用のうち，項目「そ」のマネタイズパートナー株式会社

（以下「マネタイズパートナー」という。）に対するコンサルティング費用

については，対外的な契約について原告に事前協議するという本件業務契15 

約第９項の規定に反して締結されたものであり，原告がこれを負担すべき

理由はない。 

また，項目「た」の顧問税理士に対する顧問費用等については，税務上

の処理は原告と被告が独立した事業者としてそれぞれ行う旨の本件業務契

約書第８項に違反するものであり，同様に，原告がこれを負担すべき理由20 

はない。  

 (4) 原告は，被告に対し，平成２８年１１月５日，未払収益分配金の支払を

催告するとともに，催告後１か月が経過したときは，平成２９年３月末日

限り本件業務契約を解除するとの意思表示をした。被告は，未払収益分配

金を支払わず，催告後１か月が経過したため，本件業務契約は同日をもっ25 

て解除された。 
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 (5) 以上を前提にすると，平成２８年４月分から平成２９年３月分までの未払

収益分配金の合計は，以下のとおり，１１８３万６６２１円となる（なお，

平成２９年２月分及び３月分については，収益明細の開示及び収益分配金

の支払がされていないので，グーグルについてはその売上（甲９，乙１２）

を基礎とし，その他については平成２８年２月から平成２９年１月までの5 

月平均売上金額を算出し，その合計額から相当と認められる費用を控除し

た上で，収益を二分したものである。）。 

 分配済みの額 不足額 

平成２８年 ４月分 ３２万５１８５円 ８９万４３４４円 

      ５月分 １４万３３３０円 ９１万１６４４円 

６月分       ０円 ８８万９５９５円 

７月分 ３４万０８７３円 ８３万６４３８円 

８月分 ３９万５９９３円 ９６万６２１６円 

９月分 ５７万３３８９円 ９０万８７５１円 

１０月分 ５３万４３２０円 ８８万９５４７円 

１１月分 ５２万６４６２円 ８５万８０９７円 

１２月分 ５０万１０５８円 ８９万４７２６円 

平成２９年 １月分 ３７万５１９７円 １０３万２６０５円 

      ２月分 ０円 １２５万０３５０円 

      ３月分 ０円 １５０万４３０８円 

       合計 ３７１万５７１７円 １１８３万６６２１円 

 〔被告の主張〕 

(1) 被告は，共同事業開始当初は，原告に対し恩恵的な配慮として自らの取り

分を削って原告に優先的に利益を配分していたところ，原被告間の関係が悪10 

化した平成２８年５月以降は，恩恵的な分配を止めて適正な計算方法に戻し
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たにすぎない。原告が主張する平成２８年３月以前の分配金額と同年４月分

以降の分配金額との差額分は，契約上の義務に基づくものではなく，贈与で

ある。 

(2) 本件業務契約は共同事業を行うための組合契約の一種であり，組合の単独

業務執行者である被告は自己の裁量として人件費等の費用を支出する権限5 

を有していることから，運営費の支出にあたり，原告との間で個別的な承

諾を得ることは契約の内容とはなっていなかった。 

(3) 被告が原告に対して行った収益分配は適正なものであり，不足額は存在し

ないから，被告が債務不履行責任を負うことはなく，原告による債務不履行

解除も認められない。また，原告による本件業務契約の解除は組合にとって10 

不利な時期における脱退として許されない。 

(4) 被告による本件事業の経費計上は，以下のとおり，適正なものである。 

 ア 役員報酬（項目「あ」） 

   被告は本件事業のみに従事しており，Ｂ及びその妻である被告代表者は

被告の役員として本件事業に専業で従事していた。前記のとおり，被告は15 

本件業務契約における業務執行者として自己の裁量により人件費を支出す

る権限を有しているのであるから，上記役員報酬は経費として認められる。 

 イ 人件費（項目「い」「う」） 

Ｅ氏は福岡県在住のスタッフであり，Ｄ氏は熊本県在住のスタッフであ

って，九州在住のスタッフは，被告が直接訪問することが難しい遠隔地に20 

おいて「なびシリーズ」のコンテンツの拡充のための取材に貢献していた。

このため，両人の人件費は「なびシリーズ」の事業としての経費性を有し

ている。 

   ウ 車両に関する減価償却費（項目「え」），租税公課（項目「こ」），車両保

険料（項目「し」），備品消耗品費（項目「す」） 25 

    「なびシリーズ」において絶えずコンテンツの拡充を必要としており，現
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地調査や写真撮影を含む取材活動が欠かせず，これらに関連するものとし

て経費性を有する。車両は専ら「なびシリーズ」のために利用されており，

項目「え」「こ」「し」はその維持管理に必要な費用である。また，項目

「す」の一部には同車両のガソリン代が計上され，その残部は，蓄電池の

リース料，バックアップ用のハードディスク等の機材購入費及びアプリケ5 

ーションライセンス費用であり，いずれも「なびシリーズ」の運営等に必

要なものである。 

 エ 企業保険（項目「お」） 

   保険として計上されている費用は，中小企業倒産防止共済の加入費用及

び取締役であるＢらの生命保険である。本件事業の存続のためには対外的10 

に契約を締結する被告の経営を安定化させる必要があり，本件事業に不可

欠なＢらの欠員によるリスクヘッジをする必要があるから，これらの費用

は本件事業に必要な経費である。 

 オ 地代家賃（項目「か」） 

   「なびシリーズ」に供するサーバを設置するための建物はＢ所有に係る15 

ものであり，被告はＢからこれを賃借しているのであるから，その費用は

本件事業に必要な経費である。 

 カ 修繕費（項目「き」） 

   上記ウの車両及び上記オのサーバの設置されたサーバ室の空調機器の修

繕費として支出したものであり，上記ウ及びオと同様の理由から，本件事20 

業に必要な経費である。 

キ 事務消耗品費（項目「く」） 

  画像編集ソフトの年間ライセンス料等のソフトウェア利用料であり，本

件事業に必要な経費である。 

ク 通信交通費（項目「け」） 25 

  本件事業のコンテンツ拡充のためには取材活動が必要であり，スタッフ
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間で頻繁に連絡を取り合わなければならない。項目「け」の通信交通費は

そのために必要な携帯電話の費用であるから，本件事業に必要な経費とい

うことができる。 

   ケ 接待交際費（項目「さ」） 

     被告は多くの企業と「なびシリーズ」に関する商談を行っており，その5 

ためには飲食等の接待交際費が必要であるから，項目「さ」の接待交際費

は本件事業に必要な経費である。 

コ セコム（項目「せ」） 

   項目「せ」は，上記サーバ室の安全確保を目的とする警備会社の費用で

あり，本件事業の運営のために必要な経費である。 10 

サ 支払手数料（項目「そ」「た」） 

項目「そ」「た」には，マネタイズパートナーに対するコンサルティング

費用支払，顧問税理士に対する顧問費用の支払及び銀行の振込手数料が含

まれているが，これらは本件事業の収益性改善又は節税を含む税務対応の

ためであり，本件事業に必要な経費である。 15 

 ２ 争点２（プログラム著作権の複製権侵害の成否）について 

 〔原告の主張〕 

(1) 原告は，平成１７年１１月頃，「なびシリーズ」のシステム開発に着手し，

平成１８年３月頃に最初期のバージョンが完成し，サイト運用が開始された。 

本件業務契約書には，原告のプログラミング作業により「なびシリーズ」20 

が作り上げられたことが明記され，「プログラムの所有」は原告に帰属する

旨が確認されていた。 

被告は，平成２９年４月１日，「なびシリーズ」プログラムのバックアッ

プから，「なびシリーズ」サーバにプログラムを複製した。「なびシリーズ」

のウェブサイトの構成は，複数の著作物の集合体であり，①ＷＥＢ閲覧者か25 

らのリクエストを受け，サーバ内部でデータベース（下記③）の検索等の処
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理を行い，特定のＨＴＭＬテンプレートファイル（下記④）を表示するプロ

グラム，②複数のバッチプログラム群，③地域の店舗情報データベース，④

サイト画面に表示する複数のＨＴＭＬテンプレートファイルであるところ，

本件業務契約における「プログラム」は基本的に①と②を意味しており，こ

れが本件プログラムに当たるものである。原告が利用を停止したのは①と②5 

であり，被告が新しく作ったと主張しているのは①と②に代替するプログラ

ムのことである。上記①～④は，全体としては結合著作物であり，それぞれ

が独立した著作物である。 

(2) 原告は，本件業務契約の解除の伴い，平成２９年４月１日，「なびシリー

ズ」プログラムを停止したところ，被告は「なびシリーズ」プログラムのバ10 

ックアップから原告が著作権を有するプログラムを原告に無断で「なびシリ

ーズ」サーバに複製し，プログラムを再稼働させた。被告の行為は，原告の

プログラム著作権の侵害に当たる。 

 〔被告の主張〕 

(1) 本件プログラム開発に当たり手を動かしてコーディング（プログラム言語15 

によりソースコードを記述すること）を行う工程は原告が担当したが，「な

びシリーズ」はＢの企画開発した「さいなび」を原型として全国版に展開し

たものであり，コーディングの前提となる着想や仕様はＢが提供したもので

ある。そして，本件業務契約は，その用語は不明確であるが，本件プログラ

ムが共同著作物であることを定めたものである。 20 

  したがって，同プログラムは「二人以上の者が共同して創作した著作物で

あって，その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」

（著作権法２条１項１２号）に当たり，被告は，本件業務契約（第３項）に

基づき，被告はその権限に基づいて本件プログラムを無条件に利用すること

ができたものである。 25 

(2) 被告が，平成２９年４月１日に本件プログラムのバックアップから「なび
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シリーズ」を復旧させ，これを同月２３日まで使用したことは認める。 

 ３ 争点３（債務不履行及びプログラム著作権侵害による損害の有無及びその額）

について 

 〔原告の主張〕 

(1) 債務不履行に基づく損害賠償請求 5 

 本件事業における１年間の収益は，１５５５万２３３８円（平成２８年４

月から２９年１月分に平成２９年２月分及び３月分の収益分配金を合算した

額）である。そして，被告の債務不履行がなければ，本件事業は少なくとも

５年は継続したといえることから，５年分の逸失利益は７７７６万１６９０

円となるところ，原告は，その一部である４０００万円の支払を求める。 10 

（計算式） 

   １２７９万７６８０円＋１２５万０３５０円＋１５０万４３０８円 

＝１５５５万２３３８円 

１５５５万２３３８円×５年＝７７７６万１６９０円 

(2) プログラム著作権の侵害に基づく損害賠償について 15 

被告は，本件業務契約が解除された後に，原告の著作物である本件プログ

ラムの複製権を侵害し，無断使用した。本件プログラムは，本件業務契約に

基づき過去に利用許諾がされていたものであり，原告は本件業務契約がなけ

れば本件プログラムを他者に利用させることはない。したがって，本件業務

契約が有効であった当時の原告の収益分配額が本件プログラムの相当使用料20 

となる。 

これを計算すると，本件業務契約が有効であった平成２８年２月から平成

２９年１月までの１年間の原告への本来の収益分配額１５２６万１７２４円

が１年間の相当使用料であり，被告が使用した期間は２３日であるから，９

６万１６９７円が原告の損害として推定される（著作権法１１４条３項）。 25 

（計算式） 
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 １５２６万１７２４円÷３６５×２３＝９６万１６９７円 

 〔被告の主張〕 

  (1) 債務不履行に基づく損害賠償請求 

平成２９年５月から平成３０年４月までの「なびシリーズ」売上は，１月

あたり平均約１５１万円であり，平成２８年５月から平成２９年４月まで  5 

１月当たり平均約３３７万円であって，直近の売上が減少しているところ， 

売上減少の原因は，平成２９年４月の原告の破壊行為により，検索エンジン

の評価が急落し，閲覧者が低下し，売上げが減少したことにある。 

原告は「なびシリーズ」から継続的に収益分配を受けられる立場にありな

がら，「なびシリーズ」の存立自体を危うくするプログラム消去行為に及んで10 

いる。そのような行為を行った原告が従前どおりの逸失利益を請求するのは

背理であって，因果関係がない。 

(2) プログラム著作権の侵害に基づく損害賠償について 

    否認ないし争う。 

４ 争点４（プログラム消去による不法行為の成否）について 15 

 〔被告の主張〕 

   原告は，平成２９年４月１日，サーバに格納された「なびシリーズ」のプロ

グラムを削除して，当該サーバが正常に稼働できないようにした。 

原告は自らの権限を恣意的に解釈して本件破壊行為に及んだものであって，

その行為の違法性を阻却する事由はなく，不法行為が成立する。仮に原告にプ20 

ログラム著作権を有するとしても，自力救済として正当化される行為とはいえ

ない。 

 〔原告の主張〕 

原告は，本件サーバにアクセスし，その内部に格納されたプログラム等を変

更・削除する包括的なアクセス権があり，サイトの開始作業やサイトの停止，25 

不適法なプログラムの消去も含む広範な裁量と権限があったのであり，利用権
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がなくなったプログラムを削除する権限もあった。被告は，本件業務契約の解

除により原告が著作権を有する本件プログラムを使用する権限を失ったのであ

るから，著作権者である原告がその利用を停止したとしても，その行為が違法

になるものではない。 

５ 争点５（損害の有無及び額）について 5 

 〔被告の主張〕 

   原告の破壊行為により，なびシリーズの売上げが減少し，平成２９年４月か

ら同年８月まで合計７９２万５２８４円の売上げが失われたものであって，

当該金額が損害となる。また，本件反訴における弁護士費用として，売上高

の１割に相当する７９万２５２８円が相当である。 10 

  したがって，本件破壊行為によって被告に生じた損害は，少なくとも８７

１万７８１２円である。  

 〔原告の主張〕 

 否認ないし争う。 

第４ 当裁判所の判断 15 

 １ 争点(1) （未払収益分配金の有無及びその額）について 

(1) 収益分配に関する合意の内容 

 ア 前記前提事実（第２の１(4)）のとおり，本件業務契約書（甲５）には，

「なびシリーズの収益については，収益から経費を引いた利益を二分配す

る」（第８項），「事務経費，契約上の問題が生じた場合，協議の上決定20 

する」（第９項）旨の定めが置かれている。本件業務契約は，「なびシリ

ーズ」の事業運営に関するものであるから，同契約第８項にいう「経費」

が本件事業に必要な経費を意味することは当然であり，同契約第９項は，

同事業の経費であることが客観的に明らかであるものは格別として，経費

として計上することに疑義があるものについては，同契約当事者間の協議25 

により相手方の同意を得なければならない旨を規定したものであると解す
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るのが，契約当事者の合理的意思解釈に合致するというべきである。 

 イ そして，証拠（甲１３～２８）によれば，本件業務契約の締結された平

成２０年１月以降，原告とＢとの間でメールをやりとりするなどして協議

を行い，原告と被告は，サーバ電力代（甲１３），冷暖房費（甲１３，１

４），通信回線費（甲１５），法律事務所の顧問料（甲１６），ＩＴ損害保5 

険料（甲１７），サーバリース代（甲１８），蓄電池代（甲１９），プロバ

イダー料金（甲２０），バックアップ用サーバ費用（甲２２），共同事業の

人件費（Ａ女，Ｆ，Ｈ，Ｉ分。甲２３～２８）を経費として算入すること

について合意したとの事実が認められる。 

   このように，本件業務契約締結後に経費算入の可否について原告と被告10 

間で協議の上，意思決定が行われたという事実は，上記ア記載の合意が原

告とＢ間で形成されたことを裏付けるものということができる。 

ウ これに対し，被告は，平成２８年３月以前の分配金額と同年４月分以降

の分配金額との差額分は恩恵的配慮からの贈与であり，変更後の分配金の

計算が本来の計算方法であったと主張する。 15 

  しかし，当該差額分が贈与であったとの被告主張を認めるに足りる証拠

は存在せず，収益分配につき特段の問題が生じていなかった事業開始後か

ら平成２８年３月分までの原告と被告との間の収益分配の状況とも整合し

ないことから，被告の主張は採用できない。 

     また，被告は，本件業務契約は組合契約の一種であり，組合の単独業務20 

執行者である被告は自己の裁量として費用を支出する権限を有しているこ

とから，原告との間で個別的な承諾を得ることは契約の内容とはなってい

なかったと主張する。 

     しかし，本件業務契約は，共同の事業を目的とするものではあるものの，

団体としての組合を設立するものとは考え難く，契約各当事者の出資の内25 

容についても明確ではなく，本件事業の遂行のために組合員全員の共有と
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される財産が形成されたとも解し難いことに照らすと，同契約は，独立し

た事業者間の業務提携・協力を内容とする無名契約の一種と解するのが相

当である（甲２９参照）。このため，本件業務契約が組合契約であること

を前提とする被告の上記主張は採用し得ない。 

 エ 以上のとおり，本件業務契約にいう「経費」は本件事業に必要な経費を5 

意味し，原告と被告との間には，少なくとも同事業の経費として計上する

ことに疑義があるものについては，同契約当事者間の協議により相手方の

同意を得なければならない旨の合意が存在したと認めるのが相当である。 

   また，原被告間の収益分配金の支払状況に照らすと，収益分配金の支払

時期については，収益金が入金された月の翌月末日までに支払を行う旨の10 

合意があったと認められる。 

  (2) 個別経費についての検討 

以下，経費として計上すべきかどうかについて，当事者間に争いがある

個別経費について検討する。 

   ア 役員報酬（項目「あ」） 15 

被告は，平成２８年４月分以降，Ｂ及び被告代表者の役員報酬を経費と

して計上するようになったところ，被告の役員報酬は被告全体の利益等か

ら支払われるべき報酬であり，本件事業の経費としての性質を有するもの

ではないから，これを本件事業の経費に算入するのは相当ではない。また，

これを本件事業の経費に算入することについて，原告が被告から協議を受20 

け，同意したと認めるに足りる証拠もない。 

  イ 業務委託費（Ｅ氏，Ｄ氏分）（項目「い」「う」） 

被告は，平成２８年４月分以降，Ｅ氏及びＤ氏に対する業務委託費を

経費として計上するようになったところ，Ｅ氏及びＤ氏が本件事業に従事

したと認めるに足りる証拠はないので，同人等に対する業務委託費を本件25 

事業の経費として算入することは相当ではない。また，これを本件事業の
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経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認

めるに足りる証拠もない。 

 ウ 車両の減価償却費（項目「え」） 

被告は，平成２８年４月分以降，車両の減価償却費を経費として計上

するようになったところ，同車両が本件事業に使用されたことを示す証拠5 

はないので，同費用は本件事業の経費と認められない。また，これを本件

事業の経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意し

たと認めるに足りる証拠もない。 

 エ 企業保険（項目「お」） 

    被告は，平成２８年４月分以降，企業保険費用を「厚生費」名目で経10 

費として計上するようになったところ，同費用は，被告の経営安定化のた

めの中小企業倒産防止共済の加入費用及び被告の取締役であるＢらの生命

保険に関する費用であり，本来，被告が負担すべきものであって，本件事

業の経費としての性質を有するものではない。また，これを本件事業の経

費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認め15 

るに足りる証拠もない。  

 オ 地代家賃（項目「か」） 

    被告は，平成２８年４月分以降，Ｂ及び被告代表者の自宅１階のサーバ

室等の地代家賃を経費として計上するようになったところ，本件事業に使

用しているサーバが置かれている部屋は一体として使用されている自宅の20 

一部（乙３１の４，５枚目）であり，被告が経費として計上している地代

家賃は当該部分のみの地代家賃とはいえない上，これを本件事業の経費に

算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認めるに

足りる証拠もない。 

 カ 修繕費（項目「き」） 25 

    被告は，平成２８年４月分以降に経費として計上するようになった修繕
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費について，同費用は上記車両及び上記サーバ室の空調機器の修繕費であ

ると主張する。しかし，当該費用の内容及び必要性，支出の有無等を認め

るに足りる証拠はない上，車両については本件事業との関連性も明らかで

はない。また，これを本件事業の経費に算入することについて，原告が被

告から協議を受け，同意したと認めるに足りる証拠もない。 5 

   キ 事務消耗品費（項目「く」） 

    被告は，平成２８年４月分以降に経費として計上するようになった事務

消耗品費について，同費用は画像編集ソフトに関するソフトウェア利用料

であると主張する。しかし，当該費用の内容，支出の有無，本件事業との

関連性等を認めるに足りる証拠はなく，また，これを本件事業の経費に算10 

入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認めるに足

りる証拠もない。 

 ク 通信交通費（携帯電話等の通信料金）（項目「け」） 

     被告は，平成２８年４月分以降に計上するようになった通信交通費につ

いて，同費用は本件事業の取材活動に必要な携帯電話等の費用であると主15 

張する。しかし，費用として計上された通信交通の内容，必要性，本件事

業との関連性を認めるに足りる証拠はなく，また，これを本件事業の経費

に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認める

に足りる証拠もない。 

   ケ 租税公課（項目「こ」） 20 

被告は，平成２８年４月分以降，本件車両に関する自動車税を経費と

して計上するようになったところ，上記ウのとおり，同車両が本件事業に

使用されたことを示す証拠はないので，同費用は本件事業の経費と認めら

れない。また，これを本件事業の経費に算入することについて，原告が被

告から協議を受け，同意したと認めるに足りる証拠もない。 25 

   コ 接待交際費（項目「さ」） 
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被告は，平成２８年４月分以降に経費として計上するようになった接

待交際費について，本件事業の収益性を高めるために必要なものであった

と主張する。しかし，同費用の支出の有無及び日時，接待の相手方，本件

事業との関連性等を認めるに足りる証拠はなく，また，これを本件事業の

経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意したと認5 

めるに足りる証拠もない。 

   サ 車両保険料（項目「し」） 

被告は，平成２８年４月分以降，本件車両に関する保険料を経費とし

て計上するようになったところ，上記ウのとおり，同車両が本件事業に使

用されたことを示す証拠はないので，同費用は本件事業の経費と認められ10 

ない。また，これを本件事業の経費に算入することについて，原告が被告

から協議を受け，同意したと認めるに足りる証拠もない。 

   シ 備品消耗費（蓄電池のリース代以外）（項目「す」） 

   被告は，平成２８年４月分以降に経費として計上するようになった備品

消耗費について，蓄電池のリース代のほかに，ガソリン代，ハードディス15 

ク等の電気製品の購入代金，ソフトウェアの購入代金を含むものであると

主張するが，原告と被告との合意により経費算入が認められる蓄電池のリ

ース代以外の費用については，本件事業との関連性が明らかではなく，本

件事業に必要な必要であるとは認められない。また，これらの支出を本件

事業の経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同意し20 

たと認めるに足りる証拠もない。 

   ス 管理諸費（警備費用）（項目「せ」） 

    被告は，平成２８年４月分以降，Ｂの自宅の警備費用を管理諸費名目で

費用として計上するようになったところ，その自宅には本件事業に使用さ

れるサーバを置く部屋が含まれるとしても，同部屋は自宅として一体とし25 

て使用され，その一部を構成するにすぎないのであるから（乙３１の４，
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５枚目），これを本件事業の経費に算入することは相当ではなく，これを

本件事業の経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同

意したと認めるに足りる証拠もない。 

   セ マネタイズパートナーのコンサルティング費用（項目「そ」） 

被告が本件事業の費用として計上しているマネタイズパートナーに対5 

するコンサルティング費用については，平成２８年４月分より前である平

成２７年１１月分から平成２８年３月分までの間，経費（甲８の７～１１）

として，「マネタイズパートナー 広告管理 ５４０００円」が計上され

ていることが認められる。原告が，平成２８年４月分より前の経費につい

ては争っていないことに照らすと，マネタイズパートナーのコンサルティ10 

ング費用については，これを本件事業の経費とすることについて原告の黙

示の承認があったと解するのが相当である。 

   ソ 税理士費用（項目「た」） 

    被告は，平成２８年４月から税理士費用を経費として計上するようにな

ったところ，本件業務契約書第８項には，税務上の処理については原告及15 

び被告が独立した事業者として処理する旨の規定があり，税理士費用は同

契約の各当事者が負担する旨の合意があったと認められる。また，これを

本件事業の経費に算入することについて，原告が被告から協議を受け，同

意したと認めるに足りる証拠もない。  

 (3) 被告に対する未払収益分配金 20 

ア 以上のとおり，被告が本件業務契約に基づかずに各経費を算入したこと

により，本来分配すべき金員を理由もなく減額し，その分，本来原告が分

配を受けるべき金員を支払わなかったということができるのであるから，

原告は，被告に対して，未払収益分配金の支払を求めることができる。 

イ 被告の原告に対する平成２８年４月分から平成２９年３月分までの未払25 

収益分配金は（下記④）は，別紙２のとおりである（式：（①本件事業か
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らの収益金－②算入すべき経費）÷２）－③既払収益分配金）。 

  なお，平成２９年２月及び同年３月における本件事業からの収益金は，

グーグルからの売上げについては，平成２９年２月が３０４万１７４５円，

同年３月が３５５万２４６９円であったと認められ（甲９の１２，乙１２

の１），その他の売上げについては，平成２８年２月から平成２９年１月5 

までの月平均売上金額に基づいて計算すると，別紙３のとおりであると認

められる。そして，同各月について計上すべき経費は，別紙１－１１及び

１－１２記載の各金額に前記第４の１（２）セのとおりマネタイズパート

ナーのコンサルティング費用５万４０００円をそれぞれ加えた金額である

ので，同各月の被告の未払収益分配金は，別紙２のとおりの金額（小数点10 

一位は切下げ）となる。 

 (4) したがって，原告は，被告に対し，平成２８年４月分から平成２９年３

月分までの未払収益分配金として１１４８万２９５７円及びこれに対する

遅延損害金の支払を求めることができる。 

 ２ 争点２（プログラム著作権の複製権侵害の成否）について 15 

(1) 本件プログラムのプログラム著作権の帰属に関し，証拠（甲５３）によれ

ば，「なびシリーズ」の運営に必要なシステムの開発を行ったのは原告であ

ると認められ，本件業務契約書第３項には，プログラムの所有権は原告に帰

属する旨の規定が置かれている。これによれば，本件プログラムのプログラ

ム著作権は原告に帰属すると認めるのが相当である。 20 

  これに対し，被告は，「なびシリーズ」は従前の「さいなび」を原型とす

るものであり，本件プログラムの前提となる着想や仕様はＢが提供したもの

であることや，本件業務契約第３項も本件プログラムが共同著作物であるこ

とを定めていると主張する。 

  しかし，「さいなび」に係るプログラムはＢが創作したものではなく，本25 

件プログラムの前提となる具体的な着想や仕様をＢが提供したと認めるに足
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りる証拠もない。また，仮に，Ｂが何らかの着想等を提供したことがあった

としても，共同著作物と認められるためには，「２人以上の者が共同して創

作した」ことが必要であり，客観的に各著作者が共同して創作行為を行うこ

と，主観的に各著作者間に共同して１つの著作物を創作するという共同意思

が必要であるところ，被告が客観的に本件プログラムの創作行為を行ったと5 

認めるに足りる証拠はない。 

  さらに，本件業務契約第３項は，その文言に照らすと，本件プログラムの

プログラム著作権が原告に帰属することを規定したと解するのが自然であり，

本件プログラムが共同著作物であることを規定したものとは理解し得ない。 

したがって，本件プログラムのプログラム著作権は原告に帰属すると認め10 

るのが相当である。  

(2) そして，前記前提事実（第２の３(7)）のとおり，原告が本件業務契約を

解除後「なびシリーズ」プログラムを停止した後，被告が「なびシリーズ」

プログラムのバックアップから原告が著作権を有するプログラムを原告に

無断で「なびシリーズ」サーバに複製し，平成２９年４月１日から同月２15 

３日までの間，これを認識しつつプログラムを再稼働させていたと認めら

れる。被告の同行為は，本件プログラムのプログラム著作権の侵害となる。 

 ３ 争点３（債務不履行及びプログラム著作権侵害による損害の有無及びその

額）について 

(1) 債務不履行に基づく損害賠償（逸失利益） 20 

 前記判示のとおり，被告は，原告に対し，本件業務契約に基づく収益分

配金の支払義務を履行しなかったのであるから，原告による債務不履行を

理由とする同契約の解除は有効であるということができる。 

 債務不履行解除に伴う逸失利益について，原告は，平成２８年４月分か

ら平成２９年３月分までの収益分配金を基礎として５年間は同程度の収益25 

を上げることができたと主張する。 
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 この点について，逸失利益の算定の基礎については，原告の主張すると

おり，本件解除の直前である平成２８年４月から平成２９年３月までの収

益分配金に基づいて算定することが相当である。他方，逸失利益を認める

期間については，本件事業の売上げが平成２７年頃に比べると減少してい

ること，本件事業のようなポータルサイトは同様のサービスを提供する事5 

業者が出現するなどして比較的短期間で事業環境が変化する可能性がある

ことなども考慮し，２年間と認めることが相当である。 

したがって，原告の被告に対する債務不履行に伴う逸失利益は３０３９

万７３４８円となる。 

（計算式）１５１９万８６７４円（別紙２の③及び④の合計額）×２年 10 

＝３０３９万７３４８円 

  (2）プログラム著作権の複製権侵害による損害賠償金について 

    前記判示のとおり，被告は，本件プログラムを違法に複製し，それを平

成２９年４月１日から同月２３日まで使用したということができる。原告

は，プログラム著作権の複製権侵害に対する使用料相当損害金として，原15 

告への収益分配額を基礎とすべきであると主張するが，年間の使用料相当損

害金としては，本件事業から生じる年間の収益金４０２４万１５１４円を基

礎にして，その１％であると認めることが相当である。 

    そうすると，被告のプログラム著作権侵害に対する使用料相当損害金は，

上記年間使用料相当額のうち２３日分に相当する２万５３５７円（小数点一20 

位は切下げ）となる。 

（計算式）４０２４万１５１４円（別紙２の①の合計額）×１％×２３日

／３６５日＝２万５３５７円  

 ４ 争点４（プログラム消去による不法行為の成否）について 

前記２のとおり，本件プログラムのプログラム著作権は原告にあるものと認25 

められ，被告に対する同プラグラムの使用許諾が本件業務契約の解除により平
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成２９年３月３１日をもって終了したと解される。そうすると，原告が，同年

４月１日に自らが管理する本件プログラムを停止したとしても，それは正当な

権利行使にすぎず，同行為が不法行為を構成するということはできない。 

したがって，被告の反訴請求はその余の点について検討するまでもなく，理

由がない。  5 

５ 結論 

   よって，原告の本訴請求は主文掲記の限度で理由があるからこれを認容し

その余は理由がないから棄却することとし，被告の反訴請求は理由がないか

ら棄却することとし，主文のとおり判決する。 

東京地方裁判所民事第４０部 

 

裁判長裁判官 

                          

   佐   藤   達   文 

 

裁判官 

                          

三   井   大   有 

 

裁判官 

                          

 遠   山   敦   士 

  10 
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（別紙１及び別紙３は，添付省略） 
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別紙２ 

 

年月 ①収益金 ②経費 ③既払金 ④未払金 

H28.4 3,206,735 821,677 325,185 867,344 

H28.5 2,877,625 821,677 143,330 884,644 

H28.6 2,487,565 821,677 0 832,944 

H28.7 3,122,119 821,677 340,783 809,438 

H28.8 3,492,093 821,677 395,993 939,215 

H28.9 3,731,958 821,677 573,389 881,751 

H28.10 3,615,412 821,677 534,320 862,547 

H28.11 3,536,795 821,677 526,462 831,097 

H28.12 3,559,224 821,677 501,058 867,715 

H29.1 3,554,300 792,697 375,197 1,005,604 

H29.2 3,273,482 826,781 0 1,223,350 

H29.3 3,784,206 829,589 0 1,477,308 

合計  40,241,514 9,844,160 3,715,717 11,482,957 

（①～④の単位はいずれも円） 


